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PwC中国蘇州事務所
日本企業部セミナー
中国国家税務総局によるAPAレポートのはじめての公開

日時： 2011年1月27日（木） 【蘇州会場】13:30 - 17:00(13:15 受付開始)

場所： 蘇州シャングリラホテル 演講庁
蘇州新区 塔園路168号

プログラム： 裏面をご参照ください。

使用言語： 日本語

参加費： 無料

協賛：
協力：

時事通信社上海支局
三井住友銀行（中国）有限公司蘇州分行

*当セミナーは、28日上海でも開催予定です。
上海セミナーの案内状は、別途柳田真里より送信させていただいております。

ご挨拶とセミナー主旨

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素はご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、私どもプライスウォーターハウスクーパース中国蘇州事務所では、この度「中国国家税務総局による
APAレポートのはじめての公開」セミナーを開催する運びとなりましたので、ご案内申しあげます。

中国ではAPA制度が1998年に導入され、2005年にわが国との相互協議を通じた中国にとって初めての二
国間APAが合意締結に至り、中国の国家税務総局（SAT）も移転価格税制の円滑な執行および納税者の
予測可能性を確保する同制度を推進する方針で多くの合意締結実績があがっております。SATでは同制
度についての納税者の理解を深めることにより、更に推進することを目的として中国のAPAの状況をまとめ
たAPAレポート（2009）をこのたび公開しました。今回のセミナーでは、私どもの担当者が、APAレポートの
内容と具体的な日中二国間APAの事例について解説いたします。

ご多忙とは存じますが、皆様お誘い合わせの上、本セミナーへご来場いただけますよう、謹んでご案内申
し上げます。

敬具

PwC中国蘇州事務所
日本企業部統括責任パートナー 高橋忠利

開催概要

お問い合わせ:
PwC蘇州日本企業部 担当： Candy Ma
E-mail： candy.x.ma@cn.pwc.com

お申し込み方法

セミナー案内状お申込みメール欄に必要事項を記入して、1月21日（金）までにE-mailにて返信して下さい。
E-mail返信先 : candy.x.ma@cn.pwc.com



時間 進行予定 講演者

13:15-13:30 受付

13:30-14:50 APAレポートの重要ポイント
PwC中国上海事務所
移転価格部ディレクター
黒川 兼

14:50-15:00 休憩

15:00-15:50 日中二国間APAのプランニング及び事例の解説
PwC中国上海事務所
移転価格部ディレクター
黒川 兼

15:50-16:00 Q&A
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プログラム

講師のご紹介

PwC中国上海事務所
移転価格部
ディレクター 黒川 兼

1995年に旧クーパースアンドライブラントデトロイト事務所に入所、2000年にプライスウォーターハウ
スクーパース東京事務所に入所。以来、上海事務所駐在の2年間を含む10年間、移転価格専門家
として特に日系の多国籍企業に対して様々な移転価格アドバイスを提供する。日本と他国の税務
当局との数多くの意見交換、交渉経験を有し、困難な移転価格調査、事前確認（APA）、相互協議
の支援において実績を残す。また、実務経験に基づいて移転価格セミナーでの講演、税務専門誌
への寄稿多数。法学士（中央大学）、経済学修士（日本大学）を取得。米国公認会計士。2010年5
月より中国へ再出向。


